
（別添様式１） 

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組実績

               機関・団体等の名称 

 島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室 

事業等の名称  しまねの建設担い手確保育成補助事業 

１．実施時期 

  通年 

２．実施場所 

  県内 

３．対象者（参加見込又は参加者数） 

  県内の建設産業団体等 

４．共催・単独等の状況 

  単独 

５．事業等の内容 

  「しまねの建設担い手確保育成補助金」制度により、建設産業団体等が取り組む 

担い手確保・育成に係る次の取組を支援 

（１）合同企業説明会開催事業 

（２）現場見学会等開催事業 

（３）若年労働者資格取得講習会開催事業 

（４）「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業 

  ※ （１）～（３）については、厚生労働省「人材確保等支援助成金」（若年者 

及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野））との併用支援 

６．期待される効果（実施結果：効果） 

（１）建設産業のイメージアップ 

（２）建設産業への入職促進 及び 若年就労者の定着率向上 

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案 

（１）制度周知等による取組件数の引き上げ 

（２）補助制度の一層の充実 

 注１：提出資料は電子データとしてください。

 注２：パンフレット等製本資料がある場合は、必要部数を参加者集計の後お知らせしますので、各機関で 

   部数を揃え、期限までに事務局へ提出してください。



（別添様式１） 

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組実績

               機関・団体等の名称 

 島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室 

事業等の名称  各種広報媒体等を活用した魅力発信活動 

【Facebook ページ「ご縁の国しまねの建設」による情報発信】

 １．実施時期：情報発信は随時（開設：平成２６年９月１７日） 

 ２．実施場所：建設産業魅力発信等研究会「フェイスブック部会」が運営 

   アドレス：https://www.facebook.com/shimane.no.kensetsu/

 ３．対象者：Facebook 会員を中心とした不特定多数のネットユーザー 

 ４．共催・単独等の状況：共催 

 ５．事業等の内容：表題のとおり 

 ６．期待される効果：建設産業の魅力発信、イメージアップ 

 ７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案：情報発信件数の引き上げ 

【島根県ホームページ「建設産業の担い手確保・育成」を活用した情報発信】

 １．実施時期：通年 

 ２．実施場所：島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室 

   アドレス：http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/taisaku/miryoku/

 ３．対象者：不特定多数のホームページ閲覧者 

 ４．共催・単独等の状況：単独 

 ５．事業等の内容：表題のとおり 

 ６．期待される効果：建設産業の魅力発信、イメージアップ 

 ７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案：現場写真の多用など 

【島根県情報コーナーへの配架による広報「しまね建設女子図鑑」】

 １．実施時期：平成３０年７月（県内ファミリーマート ６８店舗）、１０月（県内 

ローソン １６０店舗）、平成３１年１～３月（県内イオン ２店舗） 

 ２．実施場所：各店舗に設置された県広報用ラック 

 ３．対象者：不特定多数の来店者 

 ４．共催・単独等の状況：共催 

 ５．事業等の内容：表題のとおり 

 ６．期待される効果：建設産業の魅力発信、イメージアップ 

 ７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案：配架機会の拡大など 

 注１：提出資料は電子データとしてください。

 注２：パンフレット等製本資料がある場合は、必要部数を参加者集計の後お知らせしますので、各機関で 

   部数を揃え、期限までに事務局へ提出してください。



（別添様式１） 

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組実績

               機関・団体等の名称 

 島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室 

事業等の名称  中山間地域・離島での資格取得促進事業（島根県奨学金返還助成制度）

１．実施時期 

  平成３０年度から制度運用開始、平成３５年度まで 

２．実施場所 

（１）対象地域：島根県内の中山間地域・離島 

（２）募集人員：３０名程度 ① 大学生等 募集期間 平成３０～３５年度 

              ② 高校生等 募集期間 平成３０～３４年度 

３．対象者（次の要件を満たす者） 

（１）公益財団法人島根県育英会又は独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金受給者

（２）各募集年度の４月１日時点で、高校・大学等の最終学年に在籍する者 

（３）島根県内の中山間地域・離島に事業所を置く企業に就職し、実務を通じて定められ

た国家資格等を取得する意思のある者等 

４．共催・単独等の状況：単独 

５．事業等の内容 

  中山間地域・離島に事業所を置く企業等に就職した（奨学金受給）新卒者等について、

実務を通じて国家資格等を取得した場合等には、奨学金返還を助成（奨学金返還の一部

又は全部を免除）する制度 

６．期待される効果（実施結果：効果） 

  若年者の中山間地域・離島への就業及び定住の促進、地域産業活動の維持等 

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案 

  関係各機関との連携、学生への周知機会拡大 

８．建設産業に就職した場合の対象資格 ４１種類（／１０５種類中） 

 注１：提出資料は電子データとしてください。

 注２：パンフレット等製本資料がある場合は、必要部数を参加者集計の後お知らせしますので、各機関で 

   部数を揃え、期限までに事務局へ提出してください。






